
令和７年度第２回宮崎県私立学校審議会議事概要 

 

 

１ 日時 
  令和８年２月９日（月）午後１時３５分から午後３時２８分まで 
 
２ 場所 

  県庁５号館 ５１１号会議室 

 

３ 出席委員（１０名） 

  宮元委員、栁委員、橋口委員、盛満委員、後藤委員、山下委員、坂本委員、 

森迫委員、井手脇委員、常盤委員 

 

４ 議題 

  諮問第２号  遍照幼稚園の収容定員に係る園則の変更について 

諮問第３号  わか葉幼稚園の廃止について 

諮問第４号  宮崎日本大学高等学校の収容定員に係る学則の変更について 

諮問第５号  日章学園高等学校の課程の設置について 

諮問第６号  学校法人青叡舎学院の通信制高等学校の設置計画について 

 
５ 内容及び審議結果等 

(1) 諮問第２号 遍照幼稚園の収容定員に係る園則の変更について 
ア 内容 

   (ｱ) 設 置 者： 学校法人 遍照学園 
(ｲ) 所 在 地： 西諸県郡高原町大字西麓８３５－４ 
(ｳ) 変更の時期： 令和８年４月１日 

(ｴ) 収容定員の変更： ４７名 → ６０名（１３名増） 
(ｵ) 変更の理由： 町内唯一の幼稚園型認定こども園であり、隣接する市か 

らの受入も増えている現状に対応するため。 
 

イ 主な質疑等 
    （特になし） 

 
ウ 審議結果 

適当と認める。 
 

(2) 諮問第３号 わか葉幼稚園の廃止について 
ア 内容 

(ｱ) 設 置 者： 学校法人 和順学園 
(ｲ) 所 在 地： 延岡市北町２丁目１－３ 
(ｳ) 廃止の時期： 令和８年３月 31日 

(ｴ) 内 容： 幼稚園の廃止（幼保連携型認定こども園への移行） 
 

イ 主な質疑等 
（特になし） 



 

ウ 審議結果  
適当と認める。 

 
(3) 諮問第４号 宮崎日本大学高等学校の収容定員に係る学則の変更について 

ア 内容 
(ｱ) 設 置 者： 学校法人 宮崎日本大学学園 
(ｲ) 所 在 地： 宮崎市大字島之内６８２２－２ 

(ｳ) 変更の時期： 令和８年４月１日 
(ｴ) 変更の内容： 特別進学科を 1学年５０名増とする一方、他学科を減じ、 

総定員数３０名減の１，５００名とするもの  
(ｵ) 変更の理由： 入試情勢や志望同校の変化を見据え、新たな教育目標に 

        基づき学科再編を行うもの。 

 
イ 主な質疑等 

○ 総合進学科と特別進学科の違いは。 
→ 総合進学科は文武両道のコース、特別進学科は国公立や難関私大
を目指すコース。 

 
ウ 審議結果 

適当と認める。 
 

(4) 諮問第５号 日章学園高等学校の課程の設置について 
ア 内容 
(ｱ) 設 置 者： 学校法人 日章学園 

(ｲ) 所 在 地： 宮崎市広原８３６ 
(ｳ) 設置の時期： 令和８年４月１日 
(ｴ) 課程の設置： 広域通信制課程（普通科） ※本県初の私立広域通信制 
(ｵ) 収 容 定 員： １学年 ２００名（総定員 ６００名） 

(ｶ) 教 育 区 域： 宮崎県、鹿児島県、大阪府、沖縄県 

 
イ 主な質疑等 

○ 定員６００名の積算根拠は。 
→ 隣接する鹿児島県に加え、不登校ニーズの多い大阪府・沖縄県にお

ける需要を合算し、安定運営が可能な規模として設定。 
○ 「広域」と「狭域」の制度上の違いは。 

→ 本県を含め、「３つ以上の都道府県」から募集するのが広域、本県

と隣接する県の「２県」以下が狭域。 
 

ウ 審議結果 
適当と認める。（採決にあたり後藤委員は除斥） 

 
(5) 諮問第６号 学校法人青叡舎学院の通信制高等学校の設置計画について 
ア 内容 

(ｱ) 設 置 者： 学校法人 青叡舎学院（熊本県） 



(ｲ) 設置予定地： 旧 宮崎市立浦之名小学校 

(ｳ) 収 容 定 員： 総定員 ２,０００名 
(ｴ) ２段階審査： 新設のため設置計画の審議 

 
イ 主な質疑等 

 （委員の主な意見） 
   ○ 少子化が進む中、収容定員２,０００名を認める妥当性があるのか。

また、県内既設校の経営が圧迫され、教育環境に悪影響を及ぼす懸念

もある。 
○ 地元私立高等学校は全日制の定員を返上し身を削る思いで定員調整
を行い、法人を維持しているが、県外の法人進出を制限するルールは
ないか。 

○ 万が一、数年で経営破綻し撤退した場合、在籍する生徒の保護はど

うなるのか。永続性の精査がかけていないか。 
○ 安易な認可は、幼稚園や専修学校各種学校への他県資本による流入

の引き金となるのではないか。 
    （事務局からの回答） 

  設置者は法的な基準は満たしていること、また、文部科学省におい
て、設置基準を満たせば抑制は不適切との指導も行われている。 
しかしながら、多くの委員の方々から事業計画等に懸念を示された

ことは重く受け止めたい。そのため、事業計画等について再度精査の
上、改めて審議会に諮りたい。 

 
ウ 審議結果 

継続審議とする。（審査基準は満たしているが、定員の妥当性や既存校

への影響、経営の永続制など委員の納得が得られていないことから、私学
審議会委員の意見を集約し、客観的なデータを揃えた上で再度審議する。） 


